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各 位 

会 社 名  株 式 会 社 ピ ク セ ラ 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長     藤 岡  毅 

（コード番号：6731  東証スタンダード市場） 

問合せ先  取締役経営管理本部長  岩 井  亨 

（TEL. 050-1780-3296） 

 
 

定款の一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 12 月 25 日に開催予定の当社第 44 期定時株主

総会に、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

 

記 

１．定款変更の目的 

 

（１）事業目的の変更に係る定款変更 

当社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条の事業目的を

変更するものであります（変更案第２条第１号乃至第 10 号）。 

 

（２）Ａ種種類株式に係る条文の削除について 

当社Ａ種種類株式につきましては、自己株式として取得の上、2025 年 10 月 31 日公表の「自

己株式（Ａ種種類株式）の消却に関するお知らせ」のとおり、2025 年 10 月 31 日に消却を実

施したことから、Ａ種種類株式に関する定款の規定の削除並びにそれに伴う発行可能株式総数

の減少に係る現行定款第６条（発行可能株式総数）の変更及び条文番号の修正を行うものであ

ります。 

 

２．定款変更の内容 

定款変更の内容は、別紙のとおりです。 

 

３．日程（予定） 

定款変更のための株主総会開催日 2025 年 12 月 25 日（木曜日） 

 定款変更の効力発生日   2025 年 12 月 25 日（木曜日） 

以 上 



 

（下線部分が変更箇所です。） 

現行定款 変更案 

  
第１章 総則 第１章 総則 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．コンピュータによる各種業務システムの開発、販売 

２．電子回路の設計、開発及び販売 

３．半導体集積回路の設計、開発及び販売 

４．電子及び電気機器の設計、開発、製造及び販売 

５．照明及び住宅関連機器の設計、開発、製造及び販売 

６．電池及びその応用製品の設計、開発、製造及び販売 

７．化学工業製品及びその応用機器の開発、製造及び販売 

８．コンピュータ及び周辺機器の開発、製造及び販売 

９．ソフトウエアの開発、製造及び販売 

10．前各号に関連する調査、研究及びコンサルティング並びに

工事の設計、施工及び請負 

11．コンピュータによるデータ入出力サービス 

12．インターネット、電子メールによるコンピュータシステム

の保守、管理 

13．電話、ファクシミリによるコンピュータシステムのサポー

ト業務 

14．音声、音楽、映像、データ等のコンテンツの企画、制作、

管理、複写、放送、上映、配信、出版、賃貸、販売及び輸

出入 

15．インターネット・ショッピングモールの企画、運営 

16．インターネットによる決済処理業務の受託及び決済システ

ムの開発、販売並びに仲介 

17．インターネット及びコンピュータシステムによる各種情報

の提供サービス 

18．広告代理業 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

１．ウェルネス・ライフスタイル製品（ウェアラブル等）及び

関連アプリ、クラウド、サブスクリプションの企画、開

発、製造、委託製造、販売及び運用 

２．リワード／ポイント／決済／ロイヤルティ／Web3等のプラ

ットフォームの企画、開発及び運営 

３．デジタル広告・マーケティング事業（広告企画・制作、配

信・運用、広告代理・仲介、アドネットワーク、データ分

析・効果測定／アトリビューション及びメディア運営） 

４．暗号資産・NFT等のデジタルアセットの企画、開発、発

行、販売、取得、保有、運用、流通、管理及び関連コンサ

ルティング 

５．ブランドビジネス（自社／他社ブランドの企画、開発、運

営・育成、ライセンス、共同企画・コラボレーション及び

マーチャンダイジング）並びに商標権等の知的財産権の取

得・管理 

６．D2C／EC／サブスクリプション事業及び国内外販売・代理

店事業 

７．前各号に関するAI・データ活用、研究開発、コンサルティ

ング、データ処理、保守・サポート 

８．デジタルAV機器・視聴／配信ソフト（TVチューナ、視聴ア

プリ等）の企画、開発、製造、販売及び保守 

別紙 



現行定款 変更案 

  19．株式、社債の取得、保有、売却 

20．特定労働者派遣業 

21．前各号に付帯する一切の業務 

９．株式・社債等有価証券の取得、保有、売却及び運用 

（削除） 

10．前各号に附帯又は関連する一切の事業 

第２章 株式 第２章 株式 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、109,988,624株とし、

普通株式の発行可能種類株式総数は109,866,744株、A種種類株

式の発行可能種類株式総数は81,880株、B種種類株式の発行可能

種類株式総数は40,000株とする。 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、109,906,744株と

し、普通株式の発行可能種類株式総数は109,866,744株、B種

種類株式の発行可能種類株式総数は40,000株とする。 

（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、普通株式につき100

株、A種種類株式につき１株、B種種類株式につき１株と

する。 

（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、普通株式につき100株、B

種種類株式につき１株とする。 

第２章の２ A種種類株式 （削除） 

（剰余金の配当） 

第10条の２ 当会社はA種種類株式を有する株主（以下、「A

種種類株主」という。）及びA種種類株式の登録株式質権者（A

種種類株主とあわせて以下、「A種種類株主等」という。）に

対しては、配当を行わない。 

（削除） 

（残余財産の分配） 

第10条の３ 当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類

株主等に対して、普通株式を有する株主（以下、「普通株主」

という。）及び普通株式の登録株式質権者（普通株主とあわせ

て以下、「普通株主等」という。）に先立ち、B種種類株式を

有する株主（以下、「B種種類株主」という。）及びB種種類株

式の登録株式質権者（B種種類株主とあわせて以下、「B種種類

株主等」という。）と同順位にて、A種種類株式１株につき、

10,000円の金銭を支払う。 

② A種種類株主等に対しては、前項のほか、残余財産の分配

は行わない。 

（削除） 

（議決権） 

第10条の４ A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を

除き、当会社の株主総会において議決権を有しない。 

（削除） 

（種類株主総会の議決権） 

第10条の５ 当会社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行

為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、A種

種類株主を構成員とする種類株主総会（以下、「A種種類株主

総会」という。）の決議を要しない。 

（削除） 

 

 

 

 



現行定款 変更案 

  
（A種種類株主総会への準用） 

第10条の６ 第11条の規定は、定時株主総会と同日に開催さ

れるA種種類株主総会について準用する。 

② 第13条、第14条及び第16条の規定は、A種種類株主総会に

ついて準用する。 

③ 第15条第１項の規定は、会社法第324条第１項の規定によ

るA種種類株主総会の決議について、第15条第２項の規定

は、会社法第324条第２項の規定によるA種種類株主総会の

決議について、それぞれ準用する。 

（削除） 

（株式の併合、分割及び募集新株の割当を受ける権利） 

第10条の７ 当会社は、A種種類株式について株式の分割又は

併合を行わない。 

② 当会社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける

権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えな

い。 

③ 当会社は、A種種類株主には、株式無償割当又は新株予約

権無償割当を行わない。 

（削除） 

（金銭を対価とする取得請求権（償還請求権）） 

第10条の８ A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつ

でも、償還請求日（以下に定義する。）における分配可能額

（会社法第461条第２項に定める分配可能額をいう。以下、

「償還請求可能額」という。）が正の値であるときに限り、毎

月１日（当該日が銀行営業日でない場合には翌銀行営業日とす

る。）を償還請求が効力を生じる日（以下、「償還請求日」と

いう。）として、償還請求日の３営業日前までに当会社に対し

て書面による通知（撤回不能とする。以下、「償還請求事前通

知」という。）を行った上で、当会社に対して、金銭の交付と

引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得する

ことを請求（以下、「A種償還請求」という。）することがで

きるものとし、当会社は、当該A種償還請求に係るA種種類株式

を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当

該A種償還請求に係るA種種類株式の数に10,000円を乗じて得ら

れる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。 

但し、同一の日を償還請求日としてA種償還請求がなされたA

種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、

償還請求日における償還請求可能額を超える場合には、A種償

還請求がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法に

より、かかる合計額が償還請求可能額を超えない範囲内におい

てのみA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取

得されなかったA種種類株式については、A種償還請求がなされ

なかったものとみなす。 

② 償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する

書類が当会社の定める償還請求受付場所に到達したときに

発生する。A種償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に

係る償還請求日において発生する。 

（削除） 



現行定款 変更案 

  
（普通株式を対価とする取得請求権（転換請求権）） 

第10条の９ A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつ

でも、転換請求日（以下に定義する。）の３営業日前までに当

会社に対して書面による通知（撤回不能とする。以下、「転換

請求事前通知」という。）を行った上で、当会社に対して当会

社普通株式の交付と引き換えに、その有するA種種類株式の全

部又は一部を取得することを請求すること（以下、「転換請

求」という。）ができるものとし、当会社は、当該転換請求に

係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範

囲内において、以下に定める算定方法に従って算出される数の

当会社普通株式（以下、「対価普通株式」という。）を、当該

A種種類株主に対して交付するものとする。但し、次項に基づ

き交付される普通株式数が転換可能株式数を超える場合には、

転換可能株式数を超えない範囲内においてのみ転換請求の効力

が生じるものとし、転換可能株式数を超えることとなる部分に

ついては転換請求がなされなかったものとみなす。上記の但書

において「転換可能株式数」とは、転換請求が効力を生じる日

（以下、「転換請求日」という。）における（ア）当会社の発

行可能株式総数から、転換請求日における当会社の発行済株式

総数及び転換請求日における新株予約権（当該新株予約権の権

利行使期間の初日が到来していないものを除く。以下本項にお

いて同じ。）の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取

得することとなる株式の数を控除した数と、（イ）当会社の普

通株式の発行可能種類株式総数から、転換請求日における当会

社の発行済普通株式数及び転換請求日における新株予約権の新

株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる

普通株式の数を控除した数の、いずれか少ない数をいう。 

② 対価普通株式の数は、転換請求に係るA種種類株式の数に

10,000円を乗じて得られる額を、第３項及び第４項に定め

る転換価額で除して得られる数とする。なお、A種種類株式

の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に１株に満た

ない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この

場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付

はしない。 

③ 転換価額は、当初40円とする。但し、転換価額は、第４

項の規定により調整されることがある。 

④ 

（1）当会社は、2023年12月30日以降、第２号に掲げる各事由

により当会社の発行済普通株式数に変更を生じる場合は、

次に定める算式（以下、「転換価額調整式」という。）を

もって転換価額を調整する。 

調整後転換価額＝調整前転換価額× 

（2）転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びそ

の調整後転換価額の適用時期については、次に定めるとこ

ろによる。 

ア 当会社普通株式を新たに交付（当会社普通株式を新た

に発行し、又は当会社の保有する当会社普通株式を処分す

ることをいう。以下同じ。）する場合（但し、株式無償割

（削除） 

既発行普通株式数 

既発行普通株式数＋交付普通株式数 
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  当の場合、当会社の発行した取得請求権付株式若しくは取

得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当会社普

通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権

付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場

合を除く。）、調整後転換価額は、払込期日（募集に際し

て払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終

日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための

株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用す

る。 

イ 株式分割又は株式無償割当により当会社普通株式を発

行する場合、調整後転換価額は、株式分割のための基準日

の翌日以降、当会社普通株式の無償割当について普通株主

に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはそ

の翌日以降、当会社普通株式の無償割当について普通株主

に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び

株主（普通株主を除く。）に当会社普通株式の無償割当を

するときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこ

れを適用する。 

ウ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに当会

社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合

（無償割当の場合を含む。）又は当会社普通株式の交付を

請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の

証券若しくは権利を発行する場合（無償割当の場合を含

む。）、調整後転換価額は、発行される取得請求権付株

式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又

は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行

使されて当会社普通株式が交付されたものとみなして転換

価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株

予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の

場合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。但し、そ

の権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日

以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に

際して交付される当会社普通株式の対価が取得請求権付株

式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又

は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後転

換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求

権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の

証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又

は行使されて当会社普通株式が交付されたものとみなして

転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が

確定した日の翌日以降、これを適用する。 

エ 当会社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取

得条項に基づく取得と引換えに当会社普通株式を交付する

場合、調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用す

る。 

オ アないしウの各取引において、その権利の割当のため

の基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基

準日以降の株主総会又は取締役会その他当会社の機関の承

認を条件としているときは、アないしウの定めにかかわら
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  ず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降、

これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日か

ら当該取引の承認があった日までに本号に定める取得請求

権を行使したA種種類株主に対しては、次の算式に従って

当会社普通株式を交付する。 
 

株式数＝ 

 

この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨

て、現金による調整は行わない。 

（3）転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整

前転換価額との差額が0.01円未満にとどまる限りは、転換

価額の調整はこれを行わない。但し、その後の転換価額の

調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合

は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前

転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。 

（4）転換価額調整式の計算については、次に定めるところに

よる。 

ア 0.01円未満の端数を四捨五入する。 

イ 転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準

日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整

後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の

発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当

会社普通株式の数を控除した数とする。また、本項(2)イ

の場合には、転換価額調整式で使用する交付普通株式数

は、基準日における当会社の有する当会社普通株式に割り

当てられる当会社普通株式数を含まないものとする｡ 

（5）第2号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、2023

年12月30日以降、次に掲げる場合には、当会社は、必要な

転換価額の調整を行う。 

ア 株式の併合、当会社を存続会社とする合併、当会社を

承継会社とする吸収分割、当会社を完全親会社とする株式

交換又は株式交付のために転換価額の調整を必要とすると

き。 

イ その他当会社の発行済普通株式数の変更又は変更の可

能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とす

るとき。 

ウ 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生

し、一方の事由に基づく調整後転換価額の算出にあたり使

用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必

要があるとき。 

（6）本項に定めるところにより転換価額の調整を行うとき

は、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事

由、調整前転換価額、調整後転換価額及びその適用の日そ

の他必要な事項を、適用の日の前日までにA種種類株主に通

知する。但し、第２号オの場合その他適用の日の前日まで

(調整前転換価額― 

調整後転換価額) 

調整前転換価額により当該 

期間内に交付された株式数 × 

調整後転換価額 
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  に当該通知を行うことができないときは、適用の日以降速

やかにこれを行う。 

⑤ 転換請求事前通知の効力は、転換請求事前通知に要する

書類が当会社の定める転換請求受付場所に到達したときに

発生する。転換請求の効力は、当該転換請求事前通知に係

る転換請求日において発生する。 

（金銭を対価とする取得条項（強制償還）） 

第10条の10 当会社は、A種種類株式の発行日以降いつでも、

当会社の取締役会が別に定める日（以下、「A種償還日」とい

う。）が到来することをもって、A種種類株主等に対して、当

該A種償還日の２週間前までに書面による通知（撤回不能とす

る。）を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を

対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することがで

きる（以下、「A種金銭対価償還」という。）ものとし、当会

社は、当該A種金銭対価償還にかかるA種種類株式を取得するの

と引換えに、当該A種金銭対価償還請求に係るA種種類株式の数

に10,000円を乗じて得られる額の金銭をA種種類株主に対して

交付するものとする。なお、A種種類株式の一部を取得すると

きは、比例按分の方法による。 

（削除） 

第２章の３ B種種類株式 

 

第10条の11～第10条の18 (条文省略) 

 

第２章の２ B種種類株式 

 

第10条の２～第10条の９ (現行どおり) 

 

 


